
裏面もご覧ください 

平成２７年５月８日 高鍋町役場 

お知らせ たかなべ        NO．2,243 
◎毎月第１・３金曜日発行（５月、１０月、平成２８年１月は第２・第４金曜日発行） 

◎次回の『お知らせ たかなべ』の発行日は５月２２日（金）です 

☆在宅医（在宅医は、午前９時から午後５時までです）         

   ５月１０日 大森内科医院…内・循・腎・漢内・小☎２２‐００５５（松原町） 

         坂 田 病 院…内・外・婦     ☎２２‐３４２６（小丸下） 

   ５月１７日 野津手・加来内科医院…内         ☎２２‐２１０４（松 本） 

         河野産科婦人科…産・婦       ☎２２‐０３４１（中 鶴） 

   ５月２４日 永友胃腸科内科…胃腸・内・小    ☎２２‐３３２０（道具西） 

         黒 木 皮 膚 科…皮         ☎２３‐０８７４（蚊口下）                        

 

 

 

◎軽自動車税および自動車税の納税について 

 軽自動車税および自動車税は、毎年４月１日現在の登録名義人に課税され、平成２７年度

の納期限は６月１日（月）となっています。必ず納期限までに納付してください。なお、納

税はコンビニエンスストアでも行うことができます（バーコード付きの納付書のみ）。 

◎障がい者等の軽自動車税減免について 

▲申し込み ５月２５日（月）までに町民税係へ（期限を過ぎると受け付けができません） 

▲持参するもの 障害者手帳・運転免許証・車検証・印鑑・納付書など 

※減免は障がい者１人につき１台のみ（自動車税を含む）受けることができます。ただし、 

 障がいの程度により減免できない場合があります。 

町民税係（☎２６‐２０１１）からのお知らせ 税務課 

 

 

 

 昨年４月から、消費税率が８％に引き上げられたことによる影響を緩和するため、次の給

付金が支給されます。 

※申請の時期は、①は７月ごろ、②は６月ごろを予定しています。 

※詳しくは、臨時福祉給付金窓口（☎２２‐２７０２）、または子育て世帯臨時特例給付金 

 窓口（☎２２‐２７０３）へ。 

「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」について 福祉課 

 ①臨時福祉給付金 ②子育て世帯臨時特例給付金 

支給対象者 

 平成２７年１月１日現在、高鍋町に住民登 

録をしている方で、平成２７年度の市町村民

税（均等割）が課税されていない方 

上記対象者のうち、支給の対象とならない方 

・市町村民税（均等割）が課税されている方 

 に扶養されている（扶養控除の対象となっ 

 ている）方 

・平成２７年１月１日現在、生活保護を受給 

 している方 

 平成２７年５月３１日現在、高鍋町に住民

登録をしている方で、平成２７年６月分の児

童手当受給者（公務員についても、市町村に

て給付） 

上記対象者のうち、支給の対象とならない方 

・平成２６年中の所得が児童手当の所得制限 

 額を超える方 

 

給付額 １人あたり ６,０００円 
児童手当支給対象児童１人あたり  

             ３,０００円 

◆５月は、軽自動車税の納付月です。納め忘れがないようお願いします。 

 

 

 

▲会  期 ５月２４日（日）まで 午前１０時～午後５時（入館：午後４時３０分まで） 

▲観 覧 料 大人：３００円（団体：２４０円） 小中高生：１５０円（団体：１２０円） 

      ※団体は２０人以上です。なお、小学生未満は観覧料無料となります。 

▲休 館 日 毎週月曜日 

※詳しくは、高鍋町美術館（☎２３‐８８８７）へ。 

高鍋町美術館 特別展 石井秀隣の世界展のお知らせ 社会教育課 

 
 

 

 

①高鍋町男女共同参画推進懇話会委員（１人） ②高鍋町外部評価委員会委員（４人）  

③高鍋町国民健康保険運営協議会委員（３人）  

▲応募資格 ①②町内に住所を有する２０歳以上の方で、平日に開催する会議に昼夜を問 

      わず参加できる方（ただし、本町の審議会等の委員、議会議員、公務員を除く）  

      ③高鍋町国民健康保険の被保険者のうち、２０歳以上７４歳以下の方で、平日 

      に開催する会議に昼夜を問わず参加できる方（ただし、議会議員、公務員を除く）      

▲報  酬 ２,７５０円（１回につき） 

▲任  期 ①町長が委嘱した日～平成２８年３月３１日 

      ②平成２７・２８年度 ③７月１日～平成２９年６月３０日  

▲申込期間 ①５月２２日（金）まで ②５月２９日（金）まで ③６月１２日（金）まで  

▲申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、郵送・メール・ＦＡＸ・持参のいず 

      れかの方法で①は政策推進課 総合政策係、②は政策推進課 財政経営係、③は 

      健康保険課 国保・高齢者医療係へ 

※申込用紙は、高鍋町ホームページまたは各申込先で入手できます。 

※選考方法など詳しくは、高鍋町ホームページをご覧になるか、①は総合政策係、②は財政 

 経営係（①②☎２６‐２０１８）、③は国保・高齢者医療係（☎２６‐２００７）へ。 

各種委員の募集について 政策推進課・健康保険課 

 

 

 

▲対 象 者 接種日に高鍋町に住所を有する昭和４０年４月２日から平成２年４月１日生 

      まれの方で、妊娠中の女性の夫および同居家族、もしくは妊娠を希望する女性 

      およびその夫（未婚の場合も含む） 

▲実施期間 平成２８年３月３１日（木）まで   ▲医療機関 町内１１カ所の医療機関 

※風しんにかかったことのある方、過去に２回以上の風しん予防接種（風しん単独ワクチ  

 ン、または麻しん風しん混合ワクチン）を受けたことがある方、妊娠中の方は除きます。 

 また、接種後２カ月は妊娠を避ける必要があります。 

※希望する方には、接種券などを発行します。事前に高鍋町健康づくりセンターで手続きを 

 してください。 

※詳しくは、高鍋町健康づくりセンター（☎２３‐２３２３）へ。 

大人の麻しん風しん混合予防接種助成についてのお知らせ 健康保険課 

 春の全国交通安全運動 

 ５月１１日（月）～ 

   ５月２０日（水） 
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 本年１０月に実施する国勢調査は５年に１度行われ、日本国内に住むすべての人・世帯を調

査する大規模な統計調査です。この調査にご協力いただける調査員を募集しています。 

▲対 象 者 ①秘密を厳守し、責任を持って調査に従事できる２０歳以上の方 

      ②税務・警察・選挙に直接関係のない方  

      ③平日（昼・夜）に開催する説明会（８月下旬～９月上旬予定）に参加できる方 

▲報  酬 １調査区７０世帯程度で約３９,０００円 

▲申し込み ５月２９日（金）までに情報政策係へ 

※申込方法など詳しくは、情報政策係（☎２６‐２００３）へ。 

国勢調査の調査員を募集しています 政策推進課 

 
 

 

 ５月１１日（月）から２０日（水）まで「春の全国交通安全運動」が実施されます。また、

５月２０日（水）は全国一斉に「交通事故死ゼロを目指す日」に取り組む日です。通学・通

勤時の交通事故防止のため、地域や学校、職場などで実施している早朝街頭指導への積極的

な参加をお願いします。  

５月２０日「交通事故死ゼロを目指す日」の一斉早朝街頭指導のお知らせ 総務課 

 

 

 

 堀の内から永谷の海岸において、５月から８月にアカウミガメ産卵状況調査と産卵地の

保護活動を行っていただくボランティアを募集します。 

※詳しくは、文化係（☎２３‐３３２６）へ。  

アカウミガメ保護ボランティア募集のお知らせ 社会教育課 

 

 

 

 ５月２４日（日）に町内一部地区を対象とした津波避難訓練実施のため、防災行政無線に

より、サイレン吹鳴および音声放送（「午前８時５８分 地震発生、午前９時 津波発生」の

内容）を行います。災害ではありませんのでご注意ください。 

津波避難訓練実施に伴うサイレン等の吹鳴について 総務課 



「お知らせたかなべ」は高鍋町のホームページでもご覧いただけます。◎ＵＲＬ http://www.town.takanabe.miyazaki.jp 

編集・発行／高鍋町役場 政策推進課（☎２６‐２００３）    

なくそう交通事故！ 
自転車は道路（路側帯）を 

左側通行しましょう！ 

  

３月 

 

今年累計 

発生 １７ ４１ 

死亡 ０ ０ 

けが ２３ ５８ 

 

 

 

 

▲料  金 登録料：３,０００円（生涯１回） 注射料：１匹 ３,０００円 

 

 

 
 

※地区名だけのところは公民館で行います。犬が病気、妊娠中、ワクチンを１カ月以内 

 に接種した場合などは受付で申し出てください。 

※外れにくい首輪で、犬をしっかり固定できる方が連れてきてください。 

※はがきが届いた方は持参してください。詳しくは、環境保全係（☎２６‐２０１７）へ。 

平成２７年度 畜犬登録および狂犬病予防注射の日程のお知らせ 町民生活課 

  ５月９日(土) ５月１０日(日) ５月２３日(土)   ５月２４日(日) 

 9:00～ 9:20 舞鶴団地 道具小路西 東 平 原  9:00～ 9:40 高鍋町役場 

 9:30～ 9:50 新  山 道具小路南 北 平 原  9:50～10:20 南町(八坂神社) 

10:00～10:20 市 の 山 樋  渡 羽 根 田 10:30～11:00 宮  越 

10:30～10:50 小  並 蚊口地区 青  木 11:10～11:50 高鍋保健所 

11:00～11:30 牛  牧 学習等供用施設 老  瀬 

  

13:10～13:30 俵   橋 水 谷 原 鴫  野 

13:50～14:10 竹  鳩 上 永 谷 萩  原 

14:20～14:40 切  原 下 永 谷 畑田(元犬のニシヤ前) 

14:50～15:10 持  田 堀 の 内 水  除 

15:20～15:50 坂  本 中鶴(渡邉酒店駐車場) 
小丸出口公民館 

(高鍋衛生公社隣) 

 

 

 

 毎月２０日は「県内一斉消毒の日」とし、家畜伝染病予防対策の徹底をお願いしています。

再度、消毒の徹底や飼養衛生管理などの確認をお願いします。 

「県内一斉消毒の日」ご協力のお願い 産業振興課 
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 農地中間管理機構（宮崎県農業振興公社）を通じて農地の貸借ができます。農地の借受希

望者（受け手）は申し込みが必要となります。 

▲募集区域 高鍋町全域    

▲応募資格 募集区域で農業を営もうとする方（認定農業者・農業生産法人など） 

▲申し込み ５月２９日（金）までに産業企画係（☎２６‐２０２１）へ 

※申込用紙は農業振興公社のホームページ、または産業振興課の窓口で入手できます。 

産業振興課 農地の借受希望者（受け手）募集のお知らせ 

 

 

 

 

 一緒に楽しく歌いませんか。初心者大歓迎です。 

▲練 習 日 第２・４土曜日（月２回） 午後７時３０分～９時３０分 

▲練習場所 高鍋町老人福祉館 別館   ▲会  費 月額１,７００円 

※詳しくは、混声合唱団ぽこあぽこの大野さん（☎３０‐８０５７）へ。 

混声合唱団ぽこあぽこの団員募集のお知らせ 社会教育課 

 

 

 
 

▲と  き 毎月第２木曜日 午後２時～４時 ※前日までに予約申し込みが必要です。    

▲内  容 ひきこもり・飲酒問題・精神科疾患や心の健康問題  

▲対 応 者 精神科医師・保健師   ▲と こ ろ 高鍋保健所        

※詳しくは、宮崎県高鍋保健所（☎２２‐１３３０）へ。 

ひきこもり・こころの健康相談のお知らせ（無料） 健康保険課 

 
 

 

 

 ひとり親家庭の方を対象に就業支援講習会を実施します。 

▲対 象 者 次の①・②の要件を満たす方 

      ①宮崎県内のひとり親家庭の母・父および寡婦の方で調理実務経験が２年以 

      上あり、調理師試験を受験する方 ②講習会に全日程出席できる方    

▲講 習 会 ６月２７日（土）、７月４日（土）の２日間    

▲講習場所 宮崎県福祉総合センター本館２階   ▲定  員 ３０人程度 

▲受 講 料 無料（テキスト代３,０２８円は受講生負担）  ▲応募締切 ６月５日（金） 

※申し込みなど詳しくは、宮崎県母子寡婦福祉連合会（☎０９８５‐２２‐４６９６）へ。 

平成２７年度 「調理師試験準備講習会」受講生募集のお知らせ 福祉課 

 

 

 

 日本赤十字では、国内災害救護・国際救援や献血などの社会福祉事業を行っています。 

こうした活動に必要な資金は、皆さんから寄せられる社資（活動資金）によってまかなわれ

ています。平成２７年度も５月１日（金）から全国一斉に『赤十字社員増強運動』を展開し

ています。昨年に引き続き、赤十字事業へのご理解とご支援ご協力をお願いします。 

日本赤十字社活動資金（社資）募集のお願い 福祉課 

 

 

 

 流し台に天ぷら油などの廃油を流さないでください。下水道管が詰まったり、浄化セン

ターの機能を低下させることになります。 

 井戸水を使用している家庭は人数により下水道使用料の計算をしますので、人数の変更が

生じた場合は必ず用水等変更届出書を下水道係（☎２２‐１６０１）へ提出してください。 

公共下水道を使用されている方へ 上下水道課 

 

 

 

 皆さんのお宅の排水管の点検・清掃や、排水設備の改造などを高鍋町が業者に依頼するこ

とはありません。業者に清掃を依頼する場合は、トラブルを避けるためにも見積などをとる

ことをお勧めします。詳しくは、下水道係（☎２２‐１６０１）へ。 

宅内の排水管清掃について 上下水道課 

 

 

 

▲仕事内容 紳士服の糸切・糸取・まつり作業：１００～１５０円（１枚あたり）      

▲申し込み 宮崎就職相談支援センター（☎０９８５‐２７‐３６８５）へ 

内職者を募集しています 産業振興課 

   

 

 

▲対 象 者 ・持ち家の汲み取りや単独浄化槽を合併処理浄化槽に切り替える方 

      ・専用住宅を自己が使用する目的で建築する方       

▲補助金額 5人槽：332,000円 7人槽：414,000円 10人槽：548,000円 

※単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、撤去費用の一部を上乗せして補 

 助します。また、補助基数には限りがあります。 

※詳しくは、下水道係（☎２２‐１６０１）へ。 

平成２７年度 合併処理浄化槽設置整備事業補助金のお知らせ 上下水道課 

 

 

 

 地球温暖化防止対策のため、次の通りクールビズに取り組みます。なお、クールビズ期間

は１０月３１日（土）までです。ご理解とご協力をお願いします。 

▲取組内容 ①軽装（ノーネクタイ・ノー上着）での執務 ②冷房時の室温２８度設定 

夏期の軽装（クールビズ）の取り組みについて 政策推進課 

 

 

 

 焼骨はあるが埋葬する墓地がない方のために、唐木戸霊園の一部区画を対象とした募集

をします。（将来の墓地確保のためなどの一般募集ではありません） 

▲応募資格 焼骨があるが、埋葬する墓地がない方で高鍋町に住所を有し、１年以内に墓標 

      の建立を行う方 

▲永代使用料 ２３７,０００円（１区画あたり） 

▲申し込み 申込用紙に所定の事項を記入し、９月３０日（水）までに環境保全係へ 

      ※現在お手元にある焼骨の火葬許可証の写しを提出してください。 

※申込用紙は、町民生活課で入手できます。詳しくは、環境保全係（☎２６‐２０１７）へ。 

唐木戸霊園墓地区画使用者募集のお知らせ 町民生活課 

 

 

 

 ６月中旬から１２月にかけて小丸川と宮田川の堤防の草刈りを行います。刈草は梱包し

て、毎年無料で差し上げています。たい肥や敷きわらなどに利用できます。 

▲申し込み ６月上旬までに国土交通省 高鍋出張所（☎２２‐１３２６）へ 

堤防の刈草を差し上げます 建設管理課 

 
 

 

 

 宮田川の堤防嵩上げ工事に伴い、通行止め規制を

行います。工事期間中は、ご迷惑をお掛けしますが、

皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

▲通行止め期間 ５月中旬～９月中旬（予定） 

▲施工業者 ㈱高鍋造園土木 

※詳しくは、高鍋土木事務所 河川砂防担当（☎２３ 

 ‐０８３４）へ。 

宮田川の堤防嵩上げ工事に伴う通行規制について 建設管理課 


